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特 集

　国際航業は創業当初より国土保全、森林保全、防災・減災など、地球環境を守る事業を行ってまいりました。近年では国連国際防災戦略
事務局（以下、UNISDR）、アジア防災閣僚会議、国連防災世界会議、気候変動枠組条約締約国会議（COP）など、権威ある国際会議や世界的
な枠組みに対して、企業としての知見を元に情報提供を行う一方、会議などで得られるグローバルな最新動向を事業活動に活かしています。

　2015年は仙台防災枠組、持続可能な開発目標（SDGs）、パリ協定と、3つの重要な国際的な政策が決まり、持続可能な社会を目
指して全世界で取り組むことが合意された年です。国際航業は、UNISDRが民間セクターグループを創設した2011年より諮問委員
に招聘され、2013年から2015年まではその議長を務めました。2015年の第3回国連防災世界会議では、呉会長が民間企業にお
ける防災・減災の取り組みの重要性について説明し、理解を得たことによって、仙台防災枠組の条文には民間企業の重要性が盛
り込まれることとなりました。

第3回国連防災世界会議で発表する呉会長

防災・減災における民間企業の役割の重要性を発信しました2015年
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＊COP21：国連気候変動枠組条約第21回締約国会議



































■ 内部通報制度　
　私たちは、『内部通報規程』を制定し、「KKCヘルプライン」とい

う社内窓口と社外窓口（弁護士事務所）を設置しています。これら

の適正な運用により、不祥事の発生防止や早期発見、コンプライ

アンスの徹底を図っています。

　社員などが業務に関して、法令、社内規程もしくは企業倫理綱

領に違反した場合、または違反しようとする行為を知り得た場

合、または疑惑を抱いた場合、この窓口を利用することができま

す。同時に通報者および調査協力者が不利益を被るような取り

扱いを禁止することや、対応後に通報者をフォローアップするこ

となど、通報者や調査協力者の保護を図っています。

　なお、通報内容は、次のようなケースを想定しています。

（１）当社の資産や情報の無断での社外持ち出し

（２）購買先や取引会社からの頻繁な接待

（３）独占禁止法に抵触する行為

（４）セクシャルハラスメント、パワーハラスメント

■ 知的財産権保護
　コンプライアンスマニュアルにおいて、知的財産権にかかる基

本方針を「業務を遂行するうえで、知的財産権を尊重し第三者の

権利を侵害しません。また、会社の知的財産権の保護と活用に努

めます」と定めています。

　具体的には、コンピュータソフトウェアの無断コピーなど、第三

者の所有する知的財産権の無断使用については社内LANを利

用した監視専用ソフトにより防止に努め、社内に弁理士を配置

し、第三者の権利侵害防止、工業所有権・著作権などの管理に努

めています。

スピード感のあるビジネス展開を支援
管理本部　総務部　総務グループ　志賀 和敬

　国際航業は長らく自治体を主要顧客としてまいりましたが、近年では民間企業との取引や提携が急増
し、業務上関連する法規制も多岐にわたるようになりました。総務部では、様々な法務相談への対応を
強化するとともに、eラーニングや社内講習会を実施して、当社の知的財産の保護や社員のコンプライア
ンスに対する意識の一層の向上を図るなど、スピード感のある取引の実施、取引先とWin-Winとなるよ
うなバランスの取れた対応策・解決策の実現に向けた支援を行っています。
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eラーニングによるコンプライアンス教育

窓口を明記した啓発ポスター





















【 自己研修支援制度 】　

　社員の自己研鑽の機会を確保するため、自己研修支援制度を

導入しています。資格を取得するためや、ボランティアに参加す

るためなどに有給の休暇を付与しています。

【 障がい者雇用 】

　障害者雇用促進法に基づき、雇用推進として株式会社TDS（以

下、TDS）を設置、特例子会社*として認定を受けております。下肢

重度の障がいを持つ方を中心に正社員として雇用しており、

2015年６月時点では障害者雇用率2.18％（国際航業含む）を達

成しています。

　TDSは国際航業におけるデータ処理を担っており、一体となっ

て業務を遂行しています。そのため、年一度、TDS全社員と業務上

関係のある国際航業社員によるディナーミーティングを開催して

コミュニケーションを図るとともに、施設の利便性などの業務以

外の情報を共有し、働く環境の改善にも役立てています。

第2回女性ネットワーク
会議を開催
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新しい価値創造を目指して先端技術開発に取り組む
調査研究開発部　技術開発グループ　鈴木　久美子

　２年目研修の際に技術者としての多様なキャリアの必要性を感じ、社内制度を利用した留学（ベルギー）
に挑戦しました。留学先では人工知能学科を専攻し、上級修士号を取得しました。英語では苦労しましたが、
修士論文執筆の際に身につけたスキル、出会った人とのつながりは自分にとって大きな財産です。現在は、
国際航業の専門性を活かしつつ新しい価値創造を進める技術開発グループに所属し、専門分野である画像
解析分野を軸に人工知能を利用した解析システムを開発しており、充実した毎日を過ごしています。これか
らも社会に貢献できるサービスを提供していけるよう技術や知識に磨きをかけていきたいと思います。

＊特例子会社
障がい者の雇用に特別の配慮をし、一定の要件を満たすことで、
親会社の障がい者雇用率に反映することができる子会社。

　ダイバーシティ推進の一環として昨年から開催してい
る「女性ネットワーク会議」。第2回目は女性社員だけで
なく、女性社員を部下に持つ男性社員も参加しました。
有識者を招いた講演会や職場環境づくりに向けたディ
スカッションを実施し、一人ひとりにできることや会社全
体で取り組むべきことを考え、認識する場としました。
　国際航業では、多様な人材が活躍できる職場を目指
して継続的にダイバーシティの推進に力をいれていきます。

Topics
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